
 

 
 

  

≪問合せ先≫ 

青梅労働基準監督署 監督課   TEL：０４２８－２８－００５８ 

〒198-0042 東京都青梅市東青梅２－６－２ 

★ 訪問支援は労基法に詳しい東京労働局の職員（「労働時間相談・支援班」）が伺います。 

希望される事業主の方は、裏面申込用紙の郵送、もしくは、お電話にてお申込み下さい。 

★ 訪問支援は、中小企業を中心に、労働時間制度などの理解を深めて頂くために行います。 

★ 監督署が行う監督指導ではありませんので、気軽にご利用下さい。 

 

 

 

働き方改革を進める事業主のため、専門家

が個別に訪問支援いたします︕︕ 

改正される労働基準法を含めた労働時間法制などに

ついて、労務管理でお困りの事業場を訪問して相談に

応じます。費用はかかりません（無料）。 

訪問支援のお知らせ 

事業主の皆様 



  

 

受付者（            ） 

 

       

申 込 日     令和   年   月   日（   ） 

事業場名  

所 在 地  

電話番号  

担当者名  

希望日時 

 

令和   年   月   日（   ） 

         時   分  ～   時   分   

＊ 訪問日時につきましては、事業主の方々の希望日時を踏まえて

調整させていただくことをご了解願います。 

＊ 内容によりますが、訪問は１時間から２時間程度を目安として

います。 

相談内容 

（ 今お困りの内容、知り

たい内容など  ） 

 

備  考 

 

● 当日は特に資料をご用意いただく必要はなく、こちらから提出を求めること

もございません。相談内容に応じて、皆様にてご用意頂ければと思います。 
● 対象となる事業場は青梅労働基準監督署管内（青梅市、羽村市、福生市、 
あきる野市、西多摩郡）の事業場とさせて頂きます。 

青梅労働基準監督署 監督課 宛 

労働相談・支援個別訪問申込票 


